
令和５年９月１５日 

 

保 護 者  様 

 

愛知産業大学工業高等学校 

事 務 局 

 

 

家計急変世帯の就学支援金・愛知県授業料軽減補助金申請について 
  

 

標題につきまして、就学支援金・愛知県私立学校授業料軽減補助金の家計急変世帯（下記に詳細記載）に

該当する場合は、事務局までご連絡ください。その後、該当書類等をお渡しいたします。 

 

 

補助金 

種 別 
就学支援金・授業料軽減補助金 

対 

象 

者 

令和５年４月１日以降に、失職、倒産等（長期療養・り災・転退職・新型コロナウ

ィルス感染症の影響）の家計急変により、授業料の納付が困難となった方で一定の

所得基準に該当する方 

対 

象 

と 
な 

る 

事 

由 

転
退
職 

保護者等が転退職し、著しく収入減になると認められる場合 

① 退職を証明する書類 

・雇用保険受給資格者証 

長
期
療
養 

保護者等が離職または休職を伴う入院または通院などを要する疾病のため

著しく収入減となると認められる場合 

① 医師の診断書の写し 

② 離職があったことを証明する書類、または、休職があったことを証明す

る書類 

り
災 

火災、風水害、地震等により家屋の半焼、半壊、流出等の被害を受け、就労

が困難になり、著しく収入減になると認められる場合 

① り災証明書（市町村又は消防署の発行するもの） 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス 

以下の㋐～㋒のすべての要件を満たす公的支援を受けており、著しく収入減

になると認められる場合 

㋐国・地方公共団体またはその他の公的機関等が実施しているもの 

㋑新型コロナウィルス感染症の影響に対する公的支援の制度として新設

されたもの、拡充されたもの、あるいは新型コロナウィルス感染症の

影響であることを申込事由の一つとして認めているもの 

㋒当該公的支援を必要としている者の収入等が減少したことを要件とし

ており、審査を行ったうえで支援の対象として認めているもの 

① 公的支援の受給証明書等→お問い合わせください。 

※「甲区分」に該当される場合、申請されても区分変更されません。 

※令和５年度７月以降の区分判定結果は１０月上旬にお知らせする予定です。 

ご不明な点などございましたら下記問い合わせ先までお問い合わせください。 

 

【 問合せ先 】          

愛知産業大学工業高等学校 事務局 

TEL:052-322-1911 


